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新宿区立百人町地域交流館指定管理者業務要求水準書 

 

新宿区立百人町地域交流館指定管理者業務要求水準書（以下「業務要求水準書」という。）

は、新宿区立地域交流館条例第４条で定める新宿区立百人町地域交流館（以下「百人町地域交流

館」という。）の管理を行う指定管理者に対し、百人町地域交流館における業務の水準を示すと

ともに、サービスの拡充、向上を図るために必要な事項を明示しています。 

 

第１ 基本的な考え方 

百人町地域交流館の事業運営を行うにあたり、次に掲げる項目に基づき実施してください。 

１ 百人町地域交流館の設置目的を効果的に達成するために、新宿区立地域交流館条例、同施

行規則等に基づき業務を行うこと。 

２ 特定の個人、団体及びグループに対して、有利又は不利になるような取扱をしないように

平等な利用を確保すること。 

３ 効率的かつ効果的な管理運営に努めること。 

４ 個人情報の保護を徹底すること。 

５ 地域住民や利用者の意見、要望を事業運営に反映させること。 

６ 従事職員の労働環境に十分配慮すること。 

 

第２ 指定管理者が行う業務の範囲 

１ 百人町地域交流館事業 

⑴ 地域における高齢者の福祉を推進するために行われる区民相互の交流に関すること。 

ア 地域交流事業の推進 

（ア）自主事業運営委員会との協力を図ること。 

（イ）自主事業運営委員会が行事を行うときは、企画段階から日程、実施場所等につい

て打合せを行い開催に協力する。 

（ウ）自主事業運営委員会が企画する行事の経費については、指定管理者の経費より支

出する（年間１５万円までとする）。 

 なお、自主事業については、「新宿区立子育て支援施設並びに新宿区立薬王寺地域さ

さえあい館の区民自主事業実施運営要綱」を参考とする。 

イ 多世代による団体自主グループ活動の推進（文化・趣味活動） 

ウ 多世代で行う交流活動の推進（敬老交流会等、児童館・保育園等と合同で行う行事へ

の参加等） 

⑵ 高齢者を対象として行われる、介護予防に資する活動、体力の向上を目的とした運動、

文化活動その他の健康及び福祉の増進に向けた活動に関すること 

ア 健康体操教室、認知症予防教室等、法によらない介護予防に資する事業 

イ 新宿いきいき体操等の普及啓発への協力 

ウ 自主グループ活動への支援・相談業務 

⑶ その他、上記以外で百人町地域交流館の設置目的を満たす特色ある事業等の実施及び区
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の高齢者事業への協力に関すること 

ア 高齢者総合相談センター、新宿区社会福祉協議会等の関係機関との連携 

イ 地域が主催する行事等への参加や協力 

ウ 通信カラオケシステムの整備（リース等） 

エ マッサージ機（マッサージチェア）の整備（リース等） 

オ 運動器具または健康器具の設置 

カ 区が実施する事業（マッサージサービス等）への協力 

キ 利用者の声を聞くための仕組みの構築（利用者懇談会の開催、意見箱の設置等） 

ク 対外周知活動（館だよりの発行等） 

ケ 地域交流館の役割を充分に活かした柔軟かつ魅力的な事業の提供。 

２ 百人町地域交流館の団体登録、利用の承認、利用の不承認及び利用承認の取消し等に関す

る業務 

新宿区立地域交流館条例及び同条施行規則に基づき、利用申請書等の提出を受け、団体利

用の登録、利用の承認等を行う。また、利用の不承認並びに利用承認の取消しを行う。 

３ 百人町地域交流館の施設及び設備の維持管理運営に関する業務 

⑴ 受付等管理及び用務業務 

受付等管理業務担当者は十分な人員を配置し、利用者への親切丁寧な接遇に努める。 

ア 利用者の受付・案内業務 

（ア）利用者の入館については、指定管理者が発行した「利用証（他の地域交流館等で

発行したものも含む）」の提示を求める。また、団体利用については、指定管理者が

発行した「利用承認書」の提示を求める。 

（イ）利用者の入館状況を把握し、利用者数を集計する。 

（ウ）開館及び閉館時の施錠等の取扱いは、次のとおりとする。 

ａ 開館時間までに、館内の各部屋等施設を利用者が使用できるよう、第２、３、

（２）の用務業務の仕様に従い開館に備える。 

ｂ 館内の各部屋等施設の施錠等は利用者が退館後の閉館時間以降に安全を確認の

上行う。 

イ 利用者の安全管理業務 

（ア） 利用者は高齢者のため、常に入館者の行動や状況を掌握できるよう努める。 

   入浴利用者の安全管理については、特に注意を払う。 

（イ）利用者に急病人等が発生した場合は、すみやかに区に連絡するとともに、医療機

関への連絡、親族への連絡等の臨機に応じた措置をとる。 

（ウ）施設内に設置してある自動体外式除細動器を適正に操作できるように、知識を有

しておくこと。 

（エ）介助入浴の希望があった場合は、利用希望者（またはその代理人）と利用する曜

日及び時間について協議のうえ、入浴設備個人利用申込書により申請を行い、利用

のたびに利用記録に記入させる。 

ウ 館内巡回業務 
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（ア）定期的に館内を巡回し、火気の安全管理・防犯等の安全確認を行う。 

（イ）施設内での他の利用者の迷惑になる行為に対しては注意指導する。 

エ 防災・防犯管理業務 

（ア）非常事態(火災、震災、風害等)が発生した場合は、消防計画に基づき利用者を安

全に避難誘導させると同時に、状況に応じて初期消火対応や消防署への通報等、適

切な処置を行うとともに、区に連絡する。 

（イ）前項の目的達成のため、適宜、避難誘導訓練を実施すること。 

オ 業務報告書の作成 

（ア）業務日誌の作成 

ａ 利用者数の報告 

ｂ 事故等、特記すべき事項の報告 

ｃ １日の業務内容（行事や活動等）及び上記第２、３、（１）イ以外の特記すべき

指導内容 

（イ） 利用実績の報告 

ａ 館務状況等統計報告 

ｂ 利用状況報告書 

ｃ 各種調査への回答報告  

ｄ 施設、設備の清掃・衛生管理業務に関連する業務報告書 

ｅ その他、業務上必要となる報告 

⑵ 用務業務 

利用者が快く利用できる施設となるよう下記の業務を行うこと。 

ア 利用者受入れ準備 

（ア）開館時間までに、館内各部屋等施設を使用出来るように清掃する。利用者が適宜

水分補給ができるよう準備しておくこと。 

（イ）入浴開始時間までに風呂の準備を完了させておくこと。なお、公衆浴場法に基づ

く衛生管理を実施し、法で定められた事項について記録しておくこと。 

イ 利用時間中の業務 

（ア）湯呑等については適宜確認し、利用者が快適に使用できるように整える。 

（イ）定期的に館内清掃を行う。 

ウ 利用終了後の片付け 

    （ア）各部屋の使用終了後は利用者と協力して片付けを行うこと。また、翌日の使用に

備え清掃等を行う。 

    （イ）入浴時間終了後は、すみやかに清掃を行い、翌日の利用者のために整理整頓を行

う。 

⑶ 清掃業務 

常に良好な環境衛生、美観を保つこと。施設に沿った日常清掃及び定期清掃を行うこと。 

ア 日常清掃業務 

  利用者の妨げにならないように清掃を実施し、施設・備品・器具等が常に清潔な状態 
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に保たれるようにすること。特に、便所、浴室、脱衣所等の水回りについては、衛生・消 

臭等に留意すること。浴水濾過装置については集毛器や配管内等の清掃・消毒、塩素注 

入器の巡回点検等、法令に基づく管理を行うこと。また、消耗品は常に補充された状態 

にすること。 

イ 定期清掃業務 

日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に行うため、必要に応じて定期清掃・ 

    特別清掃・設備保守を行うこと。 

⑷ 施設の維持管理 

ア 建物、附属施設の定期点検 

イ 館内設備の保守点検 

ウ カーテン、カバー類のクリーニング 

エ 布団類の天日干し 

オ 照明器具等の交換 

カ 一般廃棄物、産業廃棄物、粗大ゴミ等は、廃棄物処理業者と契約し、法令等に基づい

て処理する。 

キ 館内の定期的な安全衛生対策の実施 

ク 施設、設備などの小規模な修繕（１件の予定価格３０万円未満の修繕等は、事前に区

と協議して指定管理者が行う。） 

ケ 館運営に必要な消耗品類について不足が生じないよう、適宜点検の上、購入補充し、

円滑な施設運営を行うこと。 

コ 区貸与備品については台帳を作成のうえ適切に管理すること。 

⑸ その他 

ア 環境マネジメントへの取組み 

イ 消防法に基づく業務 

ウ 庁内交換便業務 

エ 「広報新宿」等地域住民への必要な情報を掲示・配布等行い、適切に管理すること。 

オ 監査関連業務（監査ならびにこれに伴う調査及び関連資料の提出依頼に協力すること） 

カ 適正な労働環境の管理監督のため区が実施する労働環境モニタリングに協力すること。 

キ 災害時等において、災害応急活動を行うこと。また、区が行う応急措置活動に協力す

ること。 

ク 館内及び敷地内は禁煙とすること。 

 

第３ 職員体制 

本施設の業務に従事する職員については、経験、年齢及び男女のバランス等を考慮のうえ、

施設運営を円滑に進めるために必要な職員を配置すること。 

１ 施設責任者（館長）を配置すること 

館長は、常勤で、高齢者福祉に習熟し、対外的な交渉を担う権限と判断力を持ち、事業運

営と施設管理の責任者で館を代表するものとする。 
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⑴ 館長は、区及び他の関係機関や地域との連絡調整を行い、組織運営の管理をすること。 

⑵ 館長は、必要に応じて、地域の会議や自主事業運営委員会などの会議に出席し、利用 

  者だけでなく、地域住民等の意見要望を聞くこと。 

    ⑶ 館長は、必要に応じて館長会や区主催の会議に出席すること。 

２ 施設管理担当、事業担当など専門的知識を有する職員を配置すること 

⑴ 地域交流館としての事業が効果的に行われるように、専門的知識を有した職員を、安定

的及び継続的に雇用し、配置すること。 

⑵ 職員のうち１名は副館長または主任とし、館長不在時に館長代理を務めることができる

よう配置すること。 

３ その他 

⑴ 施設の運営に支障がないよう、開館時間にシフト勤務により２名以上の職員を配置し、

そのうち１名を施設責任者とすること。ただし、午後６時以降の開館時は、利用状況等に

応じた人数を配置すること。 

⑵ 施設の管理運営に必要な研修計画を立て、職員に対して研修を実施し、人材育成に努める 

こと。 

⑶ 防火管理者を常勤職員から１名定めること。 

⑷ 労働基準法その他の労働関係法令を遵守し、職員の雇用及び労働条件の維持向上に配慮 

すること。 

  ⑸ 障害者の雇用の促進等に関する法律における使用者の義務を遵守するとともに、率先し 

て障害者の雇用促進に努めること。 

 

第４ 業務を行うにあたっては、下記に掲げる法令等に従い業務を行うものとする。 

 １ 個人情報の保護に関する法律 

２ 新宿区立地域交流館条例 

３ 新宿区立地域交流館条例施行規則 

４ 新宿区公益保護のための通報に関する条例 

５ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱 

６ 新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領 

７ 新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関す

る要綱 

８ 新宿区公契約条例 

 

第５ その他、業務要求水準書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、区と協議を行う。 

 


